
高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

高
速
自
動
車
国
道
と
連
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
追
加

高
速
自
動
車
国
道
と
連
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。
）
と
当
該
高
速
自
動

車
国
道
と
を
連
絡
す
る
公
共
用
通
路
で
あ
っ
て
、
そ
の
公
共
用
通
路
に
代
わ
る
べ
き
適
当
な
道
路
が
な
い
も
の
を
追
加
す
る

こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



政
令
第

号

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
飛
行
場
内
の
公
共
用
通
路
」
を
「
次
に
掲
げ
る
施
設
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。
）
と
当
該
高
速
自
動
車
国
道
と
を
連
絡
す
る
公
共
用
通
路
で
あ
つ
て
、
そ
の
公
共

用
通
路
に
代
わ
る
べ
き
適
当
な
道
路
が
な
い
も
の

二

飛
行
場
内
の
公
共
用
通
路

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

高
速
自
動
車
国
道
に
連
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。
）
と
当
該
高
速
自
動
車

国
道
と
を
連
絡
す
る
公
共
用
通
路
で
あ
っ
て
、
そ
の
公
共
用
通
路
に
代
わ
る
べ
き
適
当
な
道
路
が
な
い
も
の
を
追
加
す
る
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


